
『特別養護老人ホーム 草加園 料金表』 

 

１ 基本料金（令和６年４月１日から） 

 ① 施設利用料 

   ＊介護保険負担割合証に記載されている負担割合分をご負担いただきます。 

区 分 
１日あたりの自己負担額 

１割負担の方 ２割負担の方 ３割負担の方 

要介護１ ６６５円 １，３３０円 １，９９４円 

要介護２ ７３８円 １，４７６円 ２，２１４円 

要介護３ ８１４円 １，６２８円 ２，４４２円 

要介護４ ８８８円 １，７７５円 ２，６６２円 

要介護５ ９６０円 １，９１９円 ２，８７８円 

＊地域区分（５級地）１０．５５円 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）１３単位、看護体制加算（Ⅰ）４単位、看護体制加算（Ⅱ）8単位、サービス 

提供体制強化加算（Ⅰ）２２単位が上記料金に含まれています。 

＊初期加算  

入所後３０日間は上記利用料金に３２円（２割負担の方は６３円、３割負担の方は９４円）加算

されます。また、３０日を超える病院または診療所への入院後に指定介護老人福祉施設へ再び入

所した場合も同様に３２円（２割負担の方は６３円、３割負担の方は９４円）加算されます。 

 

＊外泊時費用  

病院または診療所に入院した場合及び外泊をした場合は１ヶ月に６日間を限度として１日につ

き２５７円（２割負担の方は５１４円、３割負担の方は７７１円）ご負担していただきます。 

＊療養食加算  

医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓

病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食及び特別な場合の検査

食を提供した場合は１日３回を限度として１食につき７円（２割負担の方は１食につき１３

円、３割負担の方は１食につき１９円）が加算されます。 

＊看取り介護加算 

 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した利用者に対

して、看取り介護を行い死亡された場合は、①死亡日４５日～３１日前については１日につき７

６円（２割負担の方は１５１円、３割負担の方は２２６円）②死亡日３０日～４日前については

１日につき１５１円（２割負担の方は３０１円、３割負担の方は４５２円）③死亡日前々日～前

日については１日につき７１１円（２割負担の方は１，４２２円、３割負担の方は２，１３２円） 

 ④死亡日については１日につき、１，３３８円（２割負担の方は２，６７６円、３割負担の方は

４，０１３円）の自己負担になります。 

②食費 １日あたり１，４４５円 

③居住費 従来型個室へ入所の場合 １日あたり１，１７１円 

     多床室へ入所の場合   １日あたり８５５円 

 ※令和６年８月より従来型個室へ入所の場合 １日あたり１，２３１円 

          多床室へ入所の場合   １日あたり９１５円 

※介護保険負担限度額認定証の提示がある場合は、認定証に記載されている金額が利用者負担に

なります。下記参照 



 

 食費 

１日あたり 

居住費（１日あたり） 

個室 多床室 

第１段階 

生活保護受給者等 

世帯全員が住民税非課税で 

老齢福祉年金受給者等 

          

３００円 

 

４９０円 

 

０円 

第２段階 

世帯全員が住民税非課税で 

本人の公的年金収入額+合計所得金額 

が８０万円以下 

 

３９０円 

 

４９０円 

 

３７０円 

第３段階① 

世帯全員が住民税非課税で 

本人の公的年金収入額+合計所得額 

８０万円超１２０万円以下 

 

６５０円 

 

８２０円 

 

３７０円 

第３段階② 

世帯全員が住民税非課税で合計所得金額

と課税+非課税年金収入額の合計額 

１２０万円超の方 

 

１，３６０円 

 

８２０円 

 

３７０円 

 

④介護職員処遇改善加算 基本単位に、該当する加算を加えた金額の８．３％に当たる 

            金額が加算されます。 

（令和６年４月１日から令和６年５月３１日まで） 

⑤介護職員等ベースアップ支援加算 基本単位に、該当する加算を加えた金額の１．６％ 

      に当たる金額が加算されます。 

（令和６年４月１日から令和６年５月３１日まで） 

※介護職員処遇改善加算、介護職員等ベースアップ支援加算については、令和６年６月より 

統合され介護職員等処遇改善加算となります。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）基本単位に、該当する加算を加えた金額の１１．３％に当たる 

金額が加算されます。 

         

 


